津南町農業振興に係るホームページ構築支援事業補助金実施要領


１　事業の目的
新型コロナウイルス感染症の影響により、需要が高まっているインターネット販売について、農業者等のネット販売への取組を支援することにより、津南町ファンやリピーターの獲得に繋げ、津南産農産物や特産品等の周知・PRを推進するとともに、販路拡大を図る。

２　補助対象者
　　津南町内に住所を有し、町税等の滞納がなく、津南産農産物を取り扱っている、次に掲げる事業者とする。
　　（１）認定農業者
　　（２）認定新規就農者
　　（３）農業者3戸以上で組織する団体（規約を有すること）
　　（４）農業法人
　　（５）集荷業者
（６）加工品や特産品等の製造・販売業者

※津南産農産物等
・自ら生産した農産物等（米、野菜、花き、肉、きのこ等）
・町内農業者から集荷した農産物等
・町内で生産された農産物等を主な原材料とした加工品や木工製品等を含む特産品等
（自らが製造者／販売者であること）

[bookmark: _Hlk73516992]３　交付要件
構築したホームページ内で直接販売が可能な内容とすること。
　　　※申し込みフォームの構築だけでなく、電話やファックスでの受付も可とする。

４　補助対象経費
（１）事業者自身のホームページの新規作成に係る経費とする。
（２）事業者自身の既存ホームページのリニューアルに係る経費とする。
※月額料金等のランニングコストは対象外とする。
※（１）と（２）の二重申請はできないものとし、１事業者につき１回までの申請とする。

５　補助率
　　対象事業費の８割以内（千円未満切り捨て）とする。
ただし、予算の範囲内とし、補助額の上限は次のとおりとする。
（１）新規作成：上限100万円
（２）リニューアル：上限50万円
６　事業対象期間
令和４年７月２２日から令和５年２月２８日までとする。
　　　　※申請受付期間は、令和４年１０月３１日までとする。
※令和５年２月２８日までに事業を完了（ホームページの完成及び代金の支払いが完了）
し、実績報告書を提出すること。
　
７　申請書類
（１）交付申請
補助金交付申請書（様式第１号）及びその他必要書類を提出すること。
（２）実績報告
事業を実施し、代金の支払いが完了後、すみやかに補助金実績報告書（様式第５号）を提出すること。

　　【提出先】
　　　　〒949-8292　津南町大字下船渡戊585番地
　　　　津南町役場　農林振興課　宛　　（TEL：025-765-3115）

８　その他
　　当該補助金の交付に関しては、津南町補助金等交付規則に定めるもののほか、津南町農業振興に係るホームページ構築支援事業補助金交付要綱に定めるところによる。また、この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。


